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令和３年度の組織改正について 

１ 基本方針 

  令和３年度の組織改正については、局組織の新設や統廃合は行わず、簡素で効率

的な組織体制の整備を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による市民

の生活態様の変化等を的確に捉え、主要事業や時宜に応じた行政課題に対して迅速、

柔軟に対応できる執行体制の構築を図ることとする。 

２ 組織改正の主な内容 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症への対応 

  ア ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた支援調整体制の整備（総合政策局） 

    新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、引き続き新型コロナウイルス総

合支援担当（課）において、市民一人ひとりに寄り添った支援を行うとともに、

今後もその対応による経験を活かし、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた

行政課題の解決に向け、組織や分野にとらわれない横断的かつ機動的な調整機

能の整備を図る。 

  イ 保健・福祉施策の円滑な推進に向けた体制強化（健康福祉局） 

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けては、引き続き新型コロナ

ウイルス感染症対策室において着実に対応していくとともに、今後の感染拡大

の状況等を踏まえた各種課題に適切に対応するためには、これまで以上に保

健・福祉部門の連携を図り、全庁一体となって取組を進める必要があることか

ら、関係部局等との調整機能の強化として、保健部門における企画立案、予算、

人事等を担う調整担当（課）を保健部に設置する。 

    また、これに合わせて、公害病認定患者数の減少により事業規模が縮小して

いる公害健康補償課を疾病対策課に統合し、新型コロナウイルス感染症対策室

全体の体制を強化することで、より柔軟かつ効率的に新型コロナウイルス感染

症へ対応するための体制整備を図る。 

  ウ 市民課窓口業務に係る体制整備（総務局） 

    今後の窓口業務におけるオンライン申請の導入等、「新しい生活様式」に沿

った行政サービスの推進に向け、窓口担当（課）を市民課に統合し、市民課窓

口業務を集約するとともに、市民課窓口施策の企画立案やシステム関係業務の

体制整備として、市民サービス部に窓口サービス推進担当（課）を設置する。 



２

⑵ 重点的に取り組む項目 

  ア 児童相談所設置に向けた体制整備（こども青少年局） 

    児童相談所の設置に向け、子ども家庭総合支援拠点である「いくしあ」と一

体的かつ効果的・効率的な運営が図られるよう、設置時期や設置場所をはじめ

とした課題の検討・準備体制として、子どもの育ち支援センターに児童相談所

設置準備担当（課）を設置する。 

 イ 学校 ICT 推進に係る体制整備（教育委員会事務局）

    「GIGA スクール構想」の推進に向けては、これまで以上に教員の指導力の向

上や ICT を活用した学習活動の充実に取り組む必要があることから、学校教育

部学校 ICT 推進担当（課）を教員の研修や情報教育を所管する教育総合センタ

ーに移管し、学校 ICT 推進課とする。 

 ウ 定住・転入促進施策等に係る横断的な推進体制の整備（都市整備局） 

    定住・転入促進等に向けたエリアマネジメントの推進等、局内横断的な取組

に係る推進体制の強化を目的として、都市戦略推進担当（部）及び都市戦略推

進担当（課）を設置する。 

    また、これに合わせて市街地整備課から密集市街地や隣地統合に係る事業を

移管し、市街地整備課を廃止する。

 ⑶ 行政運営体制の整備 

  ア 次期総合計画策定に向けた体制整備（総合政策局） 

    本市のまちづくりを進めていくための指針である第５次尼崎市総合計画が

令和４年度末をもって計画期間の終了を迎えることから、令和５年度を開始年

度とする次期総合計画の策定に係る体制強化として、政策部に総合計画担当

（課）を設置する。 

  イ 持続可能な消防体制の構築に向けた体制整備（消防局）

    持続可能な消防体制の構築に向け、庁舎の建替え等も含めた消防施設・設備

の効果的な運用等、将来的な課題解決に向けた取組を進める体制として、財務

担当（課）を設置する。 

    また、これに合わせて企画管理課から局の予算決算や庁舎営繕等に係る事務

を、消防防災課から消防車両の整備保全や技術指導等に係る事務を移管する。 

  ウ 監査体制の整備（監査事務局） 

    監査制度の見直しに伴い、求められる監査機能が、従来の合規性・正確性を

主体とする監査から、リスクアプローチ・３Ｅ主体の監査へと高度化・深化し

ていることから、課長級の管理スパンの適正化を目的に、監査事務局次長を廃

止し、監査第１担当（課）及び監査第２担当（課）を設置する。 

以 上   
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新 旧 対 照 表
組 織 改 正

令和３年度



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

総合政策局 総合政策局

企画管理課 企画管理課

政策部 政策部

都市政策課 都市政策課

新設

総合計画担当(課)

新型コロナウイルス
総合支援担当(課)

重要施策の企画及び立案、市
長公約、施政方針、都市問題
の調査及び研究、広域行政、
交通政策等

基本構想及び市行政の基本計
画、市町村まち・ひと・しご
と創生総合戦略、ＳＤＧｓ等

新型コロナウイルス感染症に
係る各種支援及び相談、新型
コロナウイルス感染症の支援
等に係る関係機関との連絡調
整、ウィズコロナ・ポストコ
ロナを見据えた行政課題の解
決に向けた事務事業の調整等

新型コロナウイルス
総合支援担当(課)
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

健康福祉局 健康福祉局

※保健部長兼職 ※保健部長兼職

※（新設）調整担当課長兼職

※感染症対策担当課長兼職 ※感染症対策担当課長兼職

※疾病対策課長兼職 ※疾病対策課長兼職

※保健企画課長兼職 ※保健企画課長兼職

保健部 保健部

保健企画課 保健企画課

※ｺﾛﾅ対策室兼職 ※ｺﾛﾅ対策室兼職

新設

調整担当(課)

※ｺﾛﾅ対策室兼職

疾病対策課 疾病対策課

※ｺﾛﾅ対策室兼職 ※ｺﾛﾅ対策室兼職

感染症対策担当(課) 感染症対策担当(課)

※ｺﾛﾅ対策室兼職 ※ｺﾛﾅ対策室兼職

生活衛生課 生活衛生課

廃止

公害健康補償課

衛生研究所 衛生研究所

救急医療対策、医事及び薬
事、衛生検査所の精度管理の
指導等

保健部内の政策、予算決算、
人事、議会等調整

難病対策、小児慢性特定疾病
対策事業、精神保健に係る企
画調整、アスベスト被害者に
対する健康管理に係る調査
等、被認定者対策についての
企画及び立案、被認定者等に
対する療養の指示及び受診命
令、公害保健福祉事業及び環
境保健事業等

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策支援第２担当(課)

新型コロナウイルス感染
症対策室

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策調整担当(課)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策推進担当(課)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策支援第１担当(課)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策支援第２担当(課)

新型コロナウイルス感染症に
係る疫学調査の推進、新型コ
ロナウイルス感染症に係る疫
学調査結果の分析、その他新
型コロナウイルス感染症拡大
防止対策

新型コロナウイルス感染
症対策室

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策調整担当(課)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策推進担当(課)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対
策支援第１担当(課)
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

総務局 総務局

市民サービス部 市民サービス部

市民課 市民課

新設

廃止

窓口担当(課)

マイナンバーカード
普及担当(課)

マイナンバーカード
普及担当(課)

窓口サービスの向上に係る施
策の企画及び立案、住民記録
オンラインシステムの維持管
理等

住民記録台帳及び戸籍、印鑑
登録及び印鑑証明、埋火葬の
許可、国籍の得喪、特別永住
許可申請等

窓口サービス推進担
当(課)

３



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

こども青少年局 こども青少年局

子どもの育ち支援センター 子どもの育ち支援センター

いくしあ推進課 いくしあ推進課

新設

こども相談支援課 こども相談支援課

発達相談支援課 発達相談支援課

児童相談所設置準備
担当(課)

児童相談所設置に係る企画及
び調整等

４



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

教育委員会事務局 教育委員会事務局

学校教育部 学校教育部

学校企画課 学校企画課

移管

学校ICT推進担当(課)

教育総合センター 教育総合センター

学び支援課 学び支援課

移管

学校ICT推進課 ＧＩＧＡスクール構想の推
進、教育情報システム等

幼稚園・高校企画推
進担当(課)

幼稚園・高校企画推
進担当(課)

５



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

都市整備局 都市整備局

廃止

次長

企画管理課 企画管理課

新設

都市戦略推進担当(部)

新設

都市計画部 都市計画部

都市計画課 都市計画課

廃止

市街地整備課

開発指導課 開発指導課

都市戦略推進担当(課) 定住・転入促進等に向けたエ
リアマネジメントの推進、密
集市街地整備、隣地統合事業
等

６



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

消防局 消防局

次長 次長

企画管理課 企画管理課

新設

財務担当(課)

予防課 予防課

消防防災課 消防防災課

予算及び決算、予算経理、局
庁舎の管理、所管の不動産及
び物品の管理、消防機械器具
の整備保全及び技術指導等

７



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

監査事務局 監査事務局

廃止 新設

次長 監査第１担当(課)

新設

監査第２担当(課)

局の行政の企画調整、局職員
の人事、研修及び給与、局の
予算決算及び会計、事務事業
の監査、出資団体等の監査、
会計管理者の権限に属する現
金出納検査、一般会計、特別
会計に係る決算審査及び基金
運用状況の審査等

事務事業の監査、出資団体等
の監査、企業管理者の権限に
属する現金出納検査、企業会
計に係る決算審査等

８



局 部 課
4級
事業所 局 部 課

4級
事業所 局 部 課

4級
事業所

市長事務部局 8 35 128 24 8 36 131 23 1 3 △ 1

議会事務局 1 3 1 3

教育委員会事務局 1 6 21 2 1 6 21 1 △ 1

行政委員会(教育除く) 2 2 2 4 2

消防局 1 9 6 1 10 6 1

公営企業局 1 3 16 1 3 16

合　計 12 46 179 32 12 47 185 30 1 6 △ 2

組織数増減比較表（担当局・担当部・担当課を含む）

現行（Ｒ２.４.１） 改正（Ｒ３.４.１） 増　　減

９


